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第 16号議案 神戸国際港都建設計画地区計画の変更について 

（藤原台地区地区計画） 

 

計  画  書 

 

神戸国際港都建設計画地区計画の変更（神戸市決定） 

 
都市計画藤原台地区地区計画を次のように変更する。 

名   称  藤原台地区地区計画 

位   置 
 神戸市北区藤原台北町１丁目，２丁目，３丁目，４丁目，５丁目，６丁目，
７丁目，藤原台中町１丁目，２丁目，３丁目，４丁目，５丁目，６丁目，７
丁目，８丁目，藤原台南町１丁目，２丁目，３丁目，４丁目，５丁目 

区   域  計画図表示のとおり 

面   積  約 280.8ha 

地区計画の 
目   標 

当地区は，豊かな自然環境や農村環境との調和を図りながら市街地の形成
及び保全を計画的に進めている六甲北ニュータウンの南部に位置し，広域的
な立地条件を活かした職住近接の自立型都市をめざしている地区である。 
 本計画は，良好な居住環境と多様な都市機能の立地との調和を図り，ゆと
りと活気ある市街地の形成を適正に誘導するとともに，事業効果の維持増進
を図ることを目標とする。 

 
区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 
 
 
 

土地利用の 
方   針 

当地区を「センター地区」，｢住宅地区｣及び「業務地区」に区分し，多様
な機能を有する複合的な土地利用を図るものとする。 
１．センター地区 

六甲北ニュータウンの地域中心核にふわさしい行政，商業，業務，医療，
娯楽，サービス等の複合的機能を有する地区を神戸電鉄岡場駅周辺及び田
尾寺駅周辺等に適正に配置する。 

２．住宅地区 
ゆとりとうるおいのある居住環境を形成するため，低層住宅，中高層住

宅，学校等を適正に配置するとともに，住宅ニーズの多様化に対応して規
模，型式等の多様な住宅の供給を行い，バランスのとれたコミュニティの
形成を図る。 

３．業務地区 
地区の活気と利便性を高めるとともに居住者の雇用機会の増大を図る

ため，地区環境と調和のとれたサービス施設を導入し，幹線道路沿いに計
画的に配置する。 

地区施設の 
整備の方針 

当地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため，地区
内に道路，緑地を適正に配置する。 

建築物等の 
整備の方針 
 
 
 
 

１．センター地区 
魅力とにぎわいあふれる環境を形成するとともに周辺環境との調和を

図るため，建築物等の配置及び敷地内緑化等に留意して整備を行う。 
２．住宅地区 

豊かな自然環境と調和した居住環境を形成するとともにその保全を図
るため，宅地規模，建築物等の用途，配置及び敷地内緑化等に留意して整
備を行う。 
特に，共同住宅を建設する場合は戸数に応じた台数分の駐車スペースを

確保し，敷地内緑化等に留意して整備を行う。 
３．業務地区 

うるおいと活気あふれる地区環境を形成するとともに周辺環境との調
和を図るため，建築物等の用途，配置及び敷地内緑化等に留意して整備を
行う。 
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地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区施設の配置及び規模 
道路 

幅員 約 6m 延長 約 165m 計画図表示のとおり 

幅員 約 4m 延長 約 75m  計画図表示のとおり 

緑地 ３ヶ所 面積 約 0.95ha 計画図表示のとおり 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

地区の細区分 

(細区分の区域は 

計画図表示のとおり) 

名称 センター地区Ａ センター地区Ｂ センター地区Ｃ 住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ 住宅地区Ｃ 住宅地区Ｄ 住宅地区Ｅ 住宅地区Ｆ 

面積 約 15.1ha 約 10.4ha 約 4.1ha 約 54.7ha 約 64.3ha 約 30.4ha 約 11.8ha 約 20.8ha 約 46.2ha 

建築物等の用途の制限  次の各号に掲げる

建築物は建築しては

ならない。 

１ ホテル又は旅館 

２ ボーリング場，

スケート場，水泳

場その他これらに

類するもの 

３ マージャン屋，

ぱちんこ屋，射的

場，勝馬投票券発

売所，場外車券売

場その他これらに

類するもの 

４ 自動車教習所 

５ 床面積の合計が

15㎡を超える畜舎 

６ 第二種中高層住

居専用地域内に建

築してはならない

工場 

 次の各号に掲げる

建築物以外は建築し

てはならない。 

１ 集会所 

２ 戸建住宅 

３ 兼用住宅のうち

次の各号のいずれ

かの用途に供する

もの 

(1)学習塾，華道教室，

囲碁教室その他こ

れらに類する施設 

(2)アトリエ又は工房 

４ 巡査派出所その

他これらに類する

公益上必要な建築

物 

５ 診療所 

(兼用住宅を含む。) 

６ 前各号の建築物

に附属するもの 

次の各号に掲げる建

築物以外は建築しては

ならない。 

１ 集会所 

２ 住宅 

３  共同住宅，寄宿舎

又は下宿 

４ 兼用住宅のうち次

の各号のいずれかの

用途に供するもの 

(1)学習塾，華道教室，

囲碁教室その他これ

らに類する施設 

(2)アトリエ又は工房 

５ 巡査派出所その他

これらに類する公益

上必要な建築物 

６ 診療所 

(兼用住宅を含む。) 

７ 前各号の建築物に

附属するもの 

 風俗営業等の

規制及び業務の

適正化等に関す

る法律第二条第

一項に規定する

風俗営業又は同

条第六項に規定

する店舗型性風

俗特殊営業の用

途に供する建築

物は建築しては

ならない。 

  

建築物の敷地面積の 

最低限度 
   150㎡ 

  

壁面の位置の制限 １ 計画図表示の敷地境界線①から建

築物の外壁又はこれに代わる柱（以下

｢外壁等｣という。）の面までの距離は

3ｍ以上とする。 

２ 前項に定められた限度に満たない

距離にある建築物又は建築物の部分

（以下｢建築物等｣という。）が次の各

号の一に該当する場合は，前項の規定

にかかわらず敷地境界線から外壁等

の面までの距離は 1m以上とする。 

(1)車庫その他これに類する用途（以

下「車庫等の用途」という。）に供

し，軒の高さが 2.3ｍ以下であるも

の 

(2)外壁等の中心線の長さの合計が 5

ｍ以下であるもの 

１ 敷地境界線から建築物の

外壁等の面までの距離は次

のとおりとする。 

(1)計画図表示の敷地境界線

①からは３ｍ以上 

(2)計画図表示の敷地境界線

②からは 5ｍ以上 

２ 前項に定められた限度に

満たない距離にある建築物

等が次の各号の一に該当す

る場合は，前項の規定にかか

わらず敷地境界線から外壁

等の面までの距離は 1m 以上

とする。 

(1)車庫等の用途に供し，軒

の高さが 2.3ｍ以下である

もの 

(2)外壁等の中心線の長さの

合計が 5ｍ以下であるもの 

   敷地境界線か

ら建築物の外壁

等の面までの距

離は 1ｍ以上と

する。 

ただし，次の各

号の一に該当す

る建築物等につ

いてはこの限り

でない。 

(1)車庫等の用途

に供し，軒の高

さが 2.3ｍ以下

であるもの 

(2)外壁等の中心

線の長さの合

計が３ｍ以下

であるもの 

１ 計画図表示の敷地境界線

①から建築物の外壁等の面

までの距離は 3ｍ以上とす

る。 

２ 前項に定められた限度に

満たない距離にある建築物

等が次の各号の一に該当す

る場合は，前項の規定にかか

わらず敷地境界線から外壁

等の面までの距離は 1m以上

とする。 

(1)車庫等の用途に供し，軒

の高さが 2.3ｍ以下である

もの 

(2)外壁等の中心線の長さの

合計が 5ｍ以下であるもの 

１ 敷地境界線から建築物の外壁

等の面までの距離は次のとおり

とする。 

(1)計画図表示の敷地境界線①か

らは３ｍ以上 

(2)計画図表示の敷地境界線②か

らは 5ｍ以上 

(3)その他の敷地境界線からは

1m以上 

２ 前項に定められた限度に満た

ない距離にある建築物等が次の

各号の一に該当する場合は，前項

の規定にかかわらず敷地境界線

から外壁等の面までの距離は 1m

以上とする。 

(1)車庫等の用途に供し，軒の高

さが 2.3ｍ以下であるもの 

(2)外壁等の中心線の長さの合計

が 5ｍ以下であるもの 

建築物の高さの最高限度  計画図表示の敷

地境界線③から 50m

以内の区域におい

ては 10mとする。 

      計画図表示の敷地境界線③

から 50m 以内の区域において

は 10mとする。 

25m 

建築物等の形態又は色彩 

その他の意匠の制限 

       
屋根は勾配屋根等，街並みに配慮したものとする。 

垣又はさくの構造の制限    道路に面するへい(生垣を除く。)の高さは 1.2m以下とする。 

ただし，危険防止上やむを得ない場合はこの限りでない。 

備考 主な用途地域 
商業地域 

近隣商業地域 
第二種住居地域 第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 第一種住居地域 第一種中高層住居専用地域 
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地 

区 

整 

備 

計 

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

地区の細区分 

(細区分の区域は 

計画図表示のとおり) 

名称 業務地区Ａ 業務地区Ｂ 業務地区Ｃ 業務地区Ｄ 

面積 約 8.5ha 約 5.1ha 約 3.6ha 約 5.8ha 

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 住宅 

２ 共同住宅，寄宿舎又は下宿 

（附属する寄宿舎を除く。） 

３ ホテル又は旅館 

４ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券

発売所，場外車券売場その他これらに類するもの 

５ キャバレー，料理店，ナイトクラブ，ダンスホー

ルその他これらに類するもの 

６ 床面積の合計が 15㎡を超える畜舎 

７ 商業地域内に建築してはならない工場の内，建築

基準法別表第 2（ぬ）項第三号（(2)，(3)及び(6)を

除く。）に掲げる建築物 

８ 商業地域内に建築してはならない危険物の貯蔵又

は処理に供するもの 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ 住宅 

２ 共同住宅，寄宿舎又は下宿 

(附属する寄宿舎を除く。) 

３ ホテル又は旅館 

４ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券

発売所，場外車券売場その他これらに類するもの 

５ 劇場，映画館，演芸場又は観覧場 

６ キャバレー，料理店，ナイトクラブ，ダンスホー

ルその他これらに類するもの 

７ 倉庫業を営む倉庫 

８ 床面積の合計が 15㎡を超える畜舎 

９ 第二種住居地域内に建築してはならない工場及び

危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

10 商業地域内に建築してはならない建築物 

 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

１ ホテル又は旅館 

２ マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券

発売所，場外車券売場その他これらに類するもの 

３ 床面積の合計が 15㎡を超える畜舎 

建築物の敷地面積の 

最低限度 
    

壁面の位置の制限 １ 計画図表示の敷地境界線②から建築物の外壁等の面までの距離は 5ｍ以上とする。 

２ その他の敷地境界線から外壁等の面までの距離は 1.5m 以上とする。 

１ 計画図表示の敷地境界線①から建築物の外壁等の

面までの距離は 3ｍ以上とする。 

２ 計画図表示の敷地境界線②から外壁等の面までの

距離は 5ｍ以上とする。 

３ その他の敷地境界線から外壁等の面までの距離は

1.5m以上とする。 

１ 計画図表示の敷地境界線①から建築物の外壁等の

面までの距離は 3ｍ以上とする。 

２ その他の敷地境界線から外壁等の面までの距離は

1.5m以上とする。 

建築物の高さの最高限度     

建築物等の形態又は色彩 

その他の意匠の制限 

    

垣又はさくの構造の制限     

備

考 
主な用途地域 準工業地域 第二種中高層住居専用地域 第二種住居地域 

 

 

 

 

 

理    由 

 

別添理由書のとおり 
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理  由  書 

 

都市緑地法等の一部を改正する法律に基づく用途地域の追加に伴い，建築基準法別表第２に条

項のずれが生じるため，本案のとおり地区計画を変更しようとするものである。 

 

 


